
議案第２号 

 

竹原港・竹原駅⇔広島国際空港線の運行事業者変更に伴う東広島市への乗り入れについて 

 

令和７年１２月２２日提出 
 

東広島市地域公共交通会議 

会 長   塚 井  誠 人 

 

１ 提案理由 

株式会社安全タクシーから株式会社山陽タクシーへ一般乗合旅客自動車運送事

業の営業権が譲渡されることとなり、これに伴い、竹原港・竹原駅⇔広島国際空港

線の運行事業者が変更となる。 

現在、竹原市が主となり運行事業者と協議を行っている中で、当該路線について

東広島市へ乗り入れる必要があることから、本会議において合意を求めるものであ

る。 

 

２ 竹原港・竹原駅⇔広島国際空港線の運行事業者変更について 

別紙「資料２」のとおり 
 



 

竹原港・竹原駅⇔広島国際空港線の運行事業者変更について 

 

１ 趣旨                                                  

㈱安全タクシー（竹原市竹原町3499番地4）から㈱山陽タクシー（竹原市下野町

3176番地1）へ一般乗合旅客自動車運送事業の営業権が譲渡されるにあたり、竹原

港・竹原駅⇔広島国際空港線（路線定期運行）の運行事業者が㈱安全タクシーから㈱

山陽タクシーへ変更となる。当該路線について東広島市へ乗り入れる必要があること

から、東広島市地域公共交通会議に対し協議を依頼するもの。 

なお、運行内容について変更はない。 

 

２ 変更内容 

⑴ 運行事業者 

現行事業者：㈱安全タクシー（竹原市竹原町3499番地4） 

新事業者：㈱山陽タクシー（竹原市下野町3176番地1） 

 

⑵ 運行事業者変更予定日 

  新事業者による運行準備が整い次第 

 

３ その他 

  運行に使用する車両において「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の

構造及び設備に関する基準を定める省令」第４３条の規定に基づき、基準適用除外の

認定申請をすることに対して、東広島市地域公共交通会議の合意が必要なことから、

同様に協議を依頼する。 
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竹原港・竹原駅⇔広島国際空港線運行概要 

 

 

１ 運行形態 

一般乗合旅客自動車運送事業（路線定期運行） 

 

２ 運行事業者 

  旧）株式会社安全タクシー → 新）株式会社山陽タクシー 

 

３ 運行内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

※停留所名称及び停留所間のキロ程は資料 2-2、時間帯及び運行回数は資料 2-3、 

運行路線図は資料 2-4 のとおり。 

   

４ 運賃  

一律下記運賃を適用するものとする。 

 
 

５ 使用車両 

定員１０名以下の車両を使用し、必要に応じ「移動等円滑化のために必要な旅客

施設又は車両等の構造及び設備に関する基準」の適用除外申請を行うものとする。 

 

６ 運行事業者変更予定日 

  運行準備が整い次第 

 

７ その他 

車いすをご利用方等ハンデキャップのある方の利用の際には、障害者差別解消法

に基づき、可能な範囲で合理的配慮を行ったうえで、現在一般旅客自動車運送事業

において実施している方法（車いすはトランクスペースにて対応）により運行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

￥ 1 5 0 0

￥ 7 5 0

￥ 0

運賃の種類 運賃の額（大人運賃）

大人

小人

幼児・乳児

系 統
番 号

1 系 統 名 竹原港・竹原駅⇔広島国際空港　線

起 点 竹原フェリー （ 経 過 地 ） 竹原駅 終 点 広島国際空港運 行 系 統

系 統
キロ 程

19.1 運 行 回 数 16回
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No.

往： ㎞

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復：

往：

復： ㎞

往路バス停無し
（復路のみ）

0.3 0.3

0.6 0.6

0.8 0.8

0.3 0.3

0.3 0.3

1.5 1.5

0.3 0.3

0.3 0.3

0.6 0.6

0.3 0.3
竹原市新庄町２２８８

東広島市河内町入野１２９７−９１

竹原市新庄町２０８０

25 入野東山
東広島市河内町入野２１３８−３５

東広島市河内町入野２１３８−３５

22 上葛子
竹原市新庄町２０２１

竹原市新庄町２０１９

23 下枌谷
竹原市新庄町２０５５−１

竹原市新庄町２０６４

17 下新庄

18 神田
竹原市新庄町１２６８−１

竹原市新庄町１１４８−１０

三原市本郷町善入寺64-31 19.1 ↑復
27 広島国際空港

三原市本郷町善入寺64-31

0.9 0.9

0.7 0.7

26 河内インター
東広島市河内町入野１２９７−９１

24 上枌谷

竹原市新庄町１１１

竹原市新庄町１１１

4.3 4.3

6 本川通
竹原市中央二丁目6-22

竹原市中央三丁目6-1

16 小早川神社

21 中葛子
竹原市新庄町１９１７

竹原市新庄町１９１７

横大道
竹原市新庄町１７３２−２

竹原市新庄町１４４６−２

19 新庄
竹原市新庄町１３４３

竹原市新庄町１３４３−７

20

竹原市東野町９０２−１

14 水の口
竹原市東野町１３５−２

竹原市東野町１３５−２
0.5 0.5

15 大福地

0.9
竹原市下野町２７９４−２０

0.9

竹原市東野町３６

9 新開
竹原市竹原町３５６７−８

竹原市竹原町３５７６−１
0.5 0.5

10

11 中通
竹原市下野町３０９９−４

竹原市下野町３１１６−１
0.4 0.4

12 上石比
竹原市下野町３０１１−１

竹原市下野町３０１１−１
0.9 0.9

13 上条橋
竹原市下野町２７９４−２０

7 竹原駅

運行全区間でクローズ

ドドア方式（空港行きは

乗車専用、竹原行きは

降車専用）竹原市港町四丁目2-24

4 道の駅たけはら
往路バス停無し
（復路のみ）

竹原市田ノ浦１丁目１１−１

広島県竹原市中央１丁目１−１

広島県竹原市中央１丁目１−１
0.4 0.4

8 竹原中央
竹原市中央五丁目2-1

竹原市中央三丁目3-2
0.6 0.6

1 竹原フェリー
竹原市港町四丁目2-24

5 新港橋
竹原市中央二丁目14-8

竹原市中央三丁目12-12

2 大石

3 礒宮八幡

竹原市港町四丁目1-1

竹原市港町二丁目1-1

竹原市田ノ浦１丁目７−６

1.8 1.8

名　　称 位　　　　置 キロ程 備　考

中通下
竹原市下野町３２０８−１

竹原市下野町３１６９−５
0.4 0.4

↓往 19.1

0.3

0.3

1.2

0.3

0.7

0.2

竹原市新庄町１１１１−２

竹原市新庄町８１８
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① 竹原フェリー

② 大石

③ 礒宮八幡

④ 道の駅たけはら

⑤ 新港橋

⑥　⑤

⑥ 本川通

竹原駅 ⑦

竹原中央 ⑧

新開 ⑨

中通下 ⑩

中通 ⑪

上石比 ⑫

⑬上条橋

⑭ 水の口

大福地 ⑮

⑯ 小早川神社

⑰ 下新庄

神田 ⑱

新庄 ⑲

⑳ 横大道

㉑ 中葛子

㉒ 上葛子

下枌谷 ㉓

㉔ 上枌谷

㉕  入野東山
河内インター ㉖

㉗ 広島国際空港

路　線　図
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竹原港・竹原駅⇔広島国際空港線の運行事業者変更に伴う移動等円滑化基準適用除外

認定申請について 

 

１ 概要                                                  

㈱安全タクシー（竹原市竹原町3499番地4）から㈱山陽タクシー（竹原市下野町

3176番地1）へ一般乗合旅客自動車運送事業（路線定期運行）の営業権が譲渡される

にあたり、竹原港・竹原駅⇔広島国際空港線の運行事業者が㈱安全タクシーから㈱山

陽タクシーへ変更となることに伴い、運行に使用する車両について、移動円滑化基準

第43条の規定に基づき適用除外認定を受けるため、東広島市地域公共交通会議の合意

を求めるもの。 

 

２ 移動円滑化基準適用除外とは 

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、路線定期運行す

る車両について、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備

に関する基準」に適合した車両（車いす対応等）導入を義務付けている。しかし、道

路や地形上の問題等により、移動円滑化基準を満たすことが困難である場合には、地

域公共交通会議の合意を得ることを条件に、適用除外の認定を受けることができる。 

 

３ 車両名：トヨタ 

 

４ 型式及び車体番号： 

型  式 車 台 番 号 

ＫＤーＫＺＨ120Ｇ ＫＺＨ120-1003300 

ＫＨーＫＺＨ120Ｇ改 ＫＺＨ120-2001264 

ＫＨーＫＺＨ120Ｇ ＫＺＨ120-2001195 

ＫＨーＫＺＨ120Ｇ ＫＺＨ120-2003170 

 

５ 使用の本拠の位置：広島県竹原市下野町3176番地1 

 

６ 認定により適用を除外する移動円滑化基準の条項及び内容： 

  第３７条第２項第２号 ：乗降口スロープ 

  第３９条（第１～７号）：車いすスペース 

  第４０条第１項    ：通路の幅 

  第４０条第２項    ：手すりの設置 

  第４１条第１項    ：音声による運行情報提供設備 

  第４１条第２項    ：車外用放送設備 

 

７ 認定を必要とする理由：別紙、移動円滑化基準適用除外認定理由書による 

 

８ 使用者の事業内容：一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業 
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